
北翔大学・北翔大学短期大学部研究紀要編集規程

（目 的）
第１条 この規程は，北翔大学・北翔大学短期大学部研究紀要に関する必要な事項を定めることを
目的とする。

（発 行）
第２条 研究紀要は，各学部１種類とし，原則として年各１回発行する。
２ 研究紀要に掲載された論文等は，原則として国立情報学研究所により電子化される。但し，執
筆者から電子化を許諾しない旨の申し出があった場合はこの限りではない。

（資格等）
第３条 研究紀要に論文等を掲載できるのは本学及び友好交流校の専任教員に限る。ただし，共同
研究者はこの限りではない。

２ 研究紀要の同一誌・同一号に記載できる同一執筆者の論文などは，原則として１編とする。た
だし，２人以上の共著の場合はこの限りではない。

３ 研究紀要には，論文のほか作品発表，研修などの研究活動の記事についても掲載することがで
きる。

４ 研究紀要に掲載する論文などは，未公刊のものに限る。
（委員会）
第４条 研究紀要の編集・発行等に関する事項は，紀要編集委員会（以下「委員会」という）が行
う。

２ 論文などの採否・掲載順の決定は委員会が行う。
３ 委員会は，原稿中の字句，体裁等についての校訂を行い，その結果に基づき，著者に対して再
検討を求めることができる。

４ 再検討を求められた著者が，委員会が定めた期日までに原稿を提出しない場合は，原稿を取り
下げたものとみなす。

５ 委員会は，論文等の校訂にあたり，委員会以外の者の協力を求めることができる。
（編 集）
第５条 研究紀要の原稿の受付は常時行う。ただし，研究紀要の発行日との関連から締切日を設定
する。

２ 締切日以前に発行予定号のページ数に達した場合には，その時点で締め切り，それ以降に受理
したものについては次号に掲載する。

３ 発行予定のページ数に達しない場合は，受理した分のみで編集する。
４ 校正は，初校及び再校を著者校正とする。
（費 用）
第６条 研究紀要への掲載は特別の場合を除いて無料とする。
２ 著者に対しては，別刷３０部を贈呈する。ただし，これを超える分は，著者の負担とする。
（要 項）
第７条 研究紀要に掲載する論文等の要項は，次のとおりとする。
� 論文等の１編の長さは，図・表を含めて印刷面１６ページ（４００字詰原稿用紙で約６０枚相当）以
内とする

� 論文等の原稿は，所定の様式（４２字×３５行×１６枚）に従い記入すること
� 論文等の原稿には，和文及び外国語の表題・著者名をつけること
� 日本語の論文等には，外国語の抄録を添えることができる（３００語程度）なお，抄録のキー
ワード（五つ以内）をつけることができる。

� 外国語の論文等には，６００字程度の日本語の抄録を添えること
� 図・表に関しては，番号を付して本文中に挿入するか，本文と別に作成する場合には挿入箇
所，大きさ（字数×行数）を原稿欄外に指示すること

� タイプ打ちされた原稿とＦＤ（フロッピーディスク）の提出が望ましい。その場合，ＦＤの
ラベルに，タイトル，著者，原稿作成ソフト名を記入すること

（改 廃）
第８条 この規程の改廃は，運営連絡委員会の議を経て学長が行う。


